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※人口10.651人 基幹産業は農業 高齢化率35.2%(独居、夫婦世
帯の増加) 町の面積は677㎢ (東京２３区と同じ位の面積)

※認定者数826人 認定率22.5％ 認知症Ⅱ以上438人(52.7％)

※圧倒的な面積を占める周辺部には商店もなく、移動手段も限られる
ため買い物や通院が困難となりやすい (越冬入院、越冬入所)

美瑛町

町の概況と高齢者の状況







美瑛町の介護サービス利用状況（市街地除く）



第3期(H18～)計画策定時の町との議論

• 高齢化と過疎化が進む町にとって、高齢者ケアについての
課題は多く、どのようなスタンスで計画作りを進めればよい
のか。

課題の『根源』にアプローチするのか?
起きている『現象』にアプローチするのか?

課題の根源へのアプローチが無ければ、それによって起こる
現象は際限なく再生産されるしかないだろう。 だからこの際、
根源的なアプローチを考えよう。

その為の3つの理念



計画策定時の3つの理念(H18～)

1. 市街地を拠点にした一極型の介護サービス
提供から生活圏域ごとのサービスへの転換
が必要

2. 高齢者が地域での在宅生活を継続するた
めの基盤整備が必要

3. 地域住民との協働による支えあう地域づくり
の推進



生活圏の考え方と位置づけ

ア)市街地を中心としたサービス提供ではカバーすることが
困難な地域に介護サービス拠点を設置。

イ)圏域の設定においては、中学校区、市街地からの距離、
地域の生活形態などを考慮して設定を検討

ウ)地域の介護拠点においては、小規模多機能型居宅介護
を整備し認知症高齢者等の在宅生活を支える。

エ)高齢者や地域住民の参画による地域コミュニティーの推
進



小規模多機能型居宅介護を選択した理由

① H14年時に開設した宅老所『虹』での実践によって、『通い』や『泊

り』を一体的に提供することの『効果』を既に確認していたこ と。

② 認知症高齢者の在宅を支える(在宅限界を引き上げる)為には、

24時間の体制を持ち、 日々の状況に応じて『通い』や『訪問』や

『泊り』のサービスを弾力 的 に提供できる 『自由度』と『即応性』

の高いサービス提供が 不可欠であること。

③ そのためには、上記のサービスを給付限度額管理やサービス

ごとの内容規制にとらわれず提供できる、包括報酬に基づくサー

ビスである小規模多機能型居宅介護が最適であったこと。

④ 増え続ける独居や夫婦世帯に対する配食、安否確認、通院 支

援 等の生活支援についてもその機能の中で実施可能であること。

⑤ 現実問題として市街地から離れた周辺地域に個別ばらばらに

ディサービスや ヘルパーステーションを整備することは困難であ

ったこと。



現在までの事業実施状況
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